
[基本目標Ⅴ]　働く場での男女共同参画

■施策の方向　１　女性の活躍推進と男女がともに能力を発揮できる就労環境づくり

№ 施策（事務・事業） 担当課 取組内容 令和3年度
審議会評価・意見
（令和3年度分）

【目標・計画】
①総会開催時期：５月
②総代会開催時期：５月

【実績】
新型コロナウイルス感染症対策の為、総会中止

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続して啓発資料の配布に努める。

【目標・計画】
随時実施

【実績】
ＨＰ６件、窓口でのチラシ配布

【活動指標・当初値】
HP掲載件数・6件

【課題･今後の方向性】
継続して啓発資料等の情報提供に努める。

【目標・計画】
随時実施

【実績】
企業向け女性就職応援事業のチラシ配布１６２社。市内公
共機関７カ所にチラシ８００枚を配架。就業相談実績
人

【活動指標・当初値】
子育て女性就職支援セン
ターへの相談者数・１７人

【課題･今後の方向性】
継続して啓発・相談事業の周知に努める。

【目標・計画】
家族経営協定の締結の推進

【実績】
協定締結実績なし

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
･現在は夫婦間、親子間でも別経営である場合もあるため、
家族経営協定を締結するケースが少なくなってきているが、
相談があった場合は、農業振興課と連携し、パンフレット等
を活用しながら情報提供を行っていく。

【目標・計画】
家族経営協定の締結の推進

【実績】
家族経営協定　締結数　61件
　うち新規締結数　8件

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
経営改善計画作成相談会等において、協定の概要や関連
事業について情報提供を行う。

具体的施策

59
国や県が行う
事業や研修等
の情報提供

商工観光
課

【取組内容】
市報やHP、窓口にて、国や
県が行う事業や研修等の情
報提供を行う。

ア

あらゆる職
場におけ
る、男女の
機会均等実
現のための
環境整備に
努めます。

58

国や県の行政
機関等と連携
し、商工会議所
等を通じた労
働基準法や男
女雇用機会均
等法などの周
知・啓発の協力
依頼

商工観光
課

【取組内容】
商工会議所・商工会の総会・
総代会開催時の資料と共
に、労働基準法や男女雇用
機会均等法などの資料を配
布できないか働きかける。

61

女性農業従事
者の就労と家
庭生活両面の
負担軽減、及
び働きやすい
環境整備のた
めの情報提供

農業委員
会

【取組内容】
農業振興課と連携し、家族経
営協定の目的・意義の周知、
協定内容の見直しに努める。

60
再就職希望者
への情報提供

商工観光
課

【取組内容】
市報やHP、窓口にて、子育
て女性就職支援センターの
紹介をする。

61

女性農業従事
者の就労と家
庭生活両面の
負担軽減、及
び働きやすい
環境整備のた
めの情報提供

農業振興
課

【取組内容】
農業委員会と連携し、家族経
営協定の目的・意義の周知、
協定内容の見直しに努める。

基本目標Ⅴ

47



【目標・計画】
福岡労働局　雇用環境・均等部（企画課・指導課）から情報
収集をする。

【実績】
商工会議所を通してパンフレットの配布により、啓発を行っ
た。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
情報提供や啓発に努める。

【目標・計画】
①総会開催時期：５月
②総代会開催時期：５月

【実績】
新型コロナウイルス感染症対策の為、総会中止

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続して啓発資料の配布に努める。

【目標・計画】
随時実施

【実績】
ＨＰ６件、窓口でのチラシ配布

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続して啓発資料等の情報提供に努める。

ア

あらゆる職
場におけ
る、男女の
機会均等実
現のための
環境整備に
努めます。

62

事業所の男女
共同参画推進
状況の報告に
よる啓発

総合政策
課

【取組内容】
一般事業主行動計画を策定
している事業所（常時雇用す
る労働者の数が３０１人以
上）の実施状況の公表資料
により啓発する。

64

職業能力や意
識向上のため
の講習会等の
情報提供

商工観光
課

【取組内容】
市報やHP、窓口にて、県等
が行う講習会等の情報提供
を行う。

イ

女性管理職
の育成およ
び能力発揮
の支援をし
ます。

63

商工会議所等
を通じた女性
の能力開発・活
用策等の情報
提供

商工観光
課

【取組内容】
商工会議所・商工会の総会・
総代会開催時の資料と共
に、女性の能力開発・活用策
等の資料を配布できないか
働きかける。

基本目標Ⅴ
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【目標・計画】
研修会や支援事業等の情報提供を行う。

【実績】
農業研修生の募集について情報提供を行った。
令和4年度研修生　6名
　うち朝倉市に就農を希望する者　3名

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、情報提供を行う。

【目標・計画】
経営改善計画作成相談会を実施する。(年２回）

【実績】
作成指導会
　①5月　19件
　②8月　42件
　③11月　28件　　合計89件

【活動指標・当初値】
家族経営協定を周知した人
数

【課題･今後の方向性】
女性との共同申請が少ないため、推進を行う。

【目標・計画】
女性農業者への会合の時に、加工品開発支援についての
情報発信を行う。

【実績】
女性を含む農業者より相談を受け、県へつなぎ、事業に取り
組んだ。その他、市事業で団体と男性農業者で取り組み、3
年度実績は4件だった。

【活動指標・当初値】
実施する

【課題･今後の方向性】
自然災害や気候変動により、農業経営が不安定な中、農産
加工品の安定供給の利点を活かし、取組件数を確保する。

【目標・計画】
随時実施

【実績】
市報掲載１６件
ＨＰ掲載６件

【活動指標・当初値】
HP掲載件数・３件

【課題･今後の方向性】
継続して情報提供を行う。

【目標・計画】
随時実施

【実績】
ＨＰ情報提供件数 ０件

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続して情報提供を行う。

【目標・計画】
随時実施

【実績】
ＨＰ掲載件数　２件

【活動指標・当初値】
HP掲載件数・１件

【実績】
ＨＰ掲載件数　２件

66

家族経営協定
の締結数の拡
大及び締結内
容の見直し、並
びに締結後の
フォローアップ
を目的とした協
定農家間の情
報交換等の促
進

農業振興
課

【取組内容】
経営改善計画作成相談会等
にて家族経営協定の周知を
行う。また、締結者の締結後
のフォローアップを行う。

ウ

女性の経営
上の位置付
けの明確化
や経済的地
位の向上を
図ります。

65

生産技術・経営
に関する知識
や経験修得の
ための情報提
供

農業振興
課

【取組内容】
生産技術・経営に関する知
識や経験取得のための情報
提供を行う。

エ

女性の活躍
推進に向け
て就業支
援・職業能
力開発等の
環境づくり
をします。

67

新しい地場産
業おこしと共生
の意識づくりの
推進

農業振興
課

【取組内容】
県や市の支援制度を活用し
加工品開発を推進する。

69

ハローワーク、
商工会議所等
と連携したスキ
ルアップのため
の研修・講座等
の周知

商工観光
課

【取組内容】
市報やHP、窓口にて、ハ
ローワーク、商工会議所等と
連携したスキルアップのため
の研修・講座等の情報提供
を行う。

68
労働相談窓口
の紹介、労働
相談会の実施

商工観光
課

【取組内容】
市報やHP、窓口にて、労働
相談窓口の紹介や労働相談
会の情報提供を行う。

70

新規創業のた
めの融資制度
の情報提供や
新規就農者の
支援

商工観光
課

【取組内容】
市報やHP、窓口にて、新規
創業のための融資制度の情
報提供を行う。

ハローワークや商工会議所と
の情報交換を密に行い、スキ
ルアップのための研修・講座
等の内容や地区の範囲を広
げた情報提供をお願いした
い。

基本目標Ⅴ
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【目標・計画】
情報提供を随時行う。

【実績】
相談実績　46件
　うち新規　34件

【活動指標・当初値】
相談件数

【課題･今後の方向性】
ホームページや資料を活用してわかりやすい情報提供を行
う。

【目標・計画】
「50」に掲載

【実績】
「50」に掲載

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
「50」に掲載

【目標・計画】
随時実施

【実績】
市報掲載１６件
ＨＰ掲載２件

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
市報掲載だけでなく、ＨＰ掲載件数の増加を図る。

エ

女性の活躍
推進に向け
て就業支
援・職業能
力開発等の
環境づくり
をします。

70

新規創業のた
めの融資制度
の情報提供や
新規就農者の
支援

農業振興
課

【取組内容】
就農に関する全般的な相談
の受付、新規就農者支援に
関する情報提供

50
(

再
掲
)

女性センターで
実施する生活
支援、就業支
援、子育て支
援講座の充実

総合政策
課

【取組内容】
職業生活及び家庭生活に必
要な援助を与えると共に男女
が共に体験することで、固定
的性別役割分担意識の解消
につながる講座を実施する。

オ

多様な働き
方ができる
労働条件の
整備に努め
ます。

71
多様な労働形
態の情報提供

商工観光
課

【取組内容】
市報やHP、窓口にて、多様
な労働形態の情報提供を行
う。

基本目標Ⅴ

50



■施策の方向　２　仕事と家庭の両立支援

№ 施策（事務・事業） 担当課 取組内容 令和3年度
審議会評価・意見
（令和3年度分）

【目標・計画】
仕事と育児の両立を支援するため、保育サービスを提供す
る。

【実績】
公立保育所の運営を行うとともに、私立保育園については
運営補助を行った。
入所申し込みのあった児童について保育を行った。

【活動指標・当初値】
仕事と育児の両立を支援す
るため、保育サービスを提供
する。

【課題･今後の方向性】
入所要件を満たす入所申し込み者について、待機児童を出
すことなく保育を行うことができるよう努める。

【目標・計画】
仕事と育児の両立を支援するため、保育サービスを提供す
る。

【実績】
学童保育所入所児童数
令和３年度実績７１９名の入所。蜷城学童保育所・大福学童
保育所の建設を行い、受入可能人数の増員を図った。

【活動指標・当初値】
学童入所児童数（３０年度）
607人

【課題･今後の方向性】
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例」の基準どおりに運営できるよう支援を行なう。

【目標・計画】
①総会開催時期：５月
②総代会開催時期：５月

【実績】
新型コロナウイルス感染症対策の為、総会中止

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続して啓発資料の配布に努める。

【目標・計画】
①総会開催時期：５月
②総代会開催時期：５月

【実績】
新型コロナウイルス感染症対策の為、総会中止

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続して啓発資料の配布に努める。

【目標・計画】
家庭児童母子相談員による相談を行う。
実施時期　月曜～金曜8：30～17：15

【実績】
ひとり親の生活の安定を図るため、福祉資金や児童扶養手
当等の支給手続きの支援を行い、相談者一人ひとりに対し
きめ細やかな相談対応ができた。また、新型コロナウイルス
感染症による緊急事態宣言中、見守りを強化した。

【活動指標・当初値】
家庭児童・母子相談員による
相談を行う。

【課題･今後の方向性】
各種制度の周知を図り、更なる相談支援に努める。

具体的施策

ア

子ども未来
課

【取組内容】
保育サービスを提供すること
で仕事と育児の両立を支援
する。

73

商工会議所等
を通じたワー
ク・ライフ・バラ
ンスの啓発、並
びに次世代育
成のための行
動計画の啓発
協力依頼

商工観光
課

【取組内容】
商工会議所・商工会の総会・
総代会開催時の資料と共
に、ワーク・ライフ・バランス
の啓発、並びに次世代育成
のための行動計画の資料を
配布できないか働きかける。

72
放課後児童対
策の充実

子ども未来
課

【取組内容】
保護者が就労等により、昼間
家庭にいない小学生に対し
放課後や、長期休業期間中
に保育サービスを提供するこ
とで仕事と育児の両立を支
援する。

イ

男女が対等
に取得でき
る育児・介
護休業制度
の促進に努
めます。

74

商工会議所等
を通じた育児・
介護休暇、休
業を男女を問
わず取得しや
すい職場環境
整備推進、及
び制度活用促
進の協力依頼

商工観光
課

【取組内容】
商工会議所・商工会の総会・
総代会開催時の資料と共
に、育児・介護休暇、休業を
男女を問わず取得しやすい
職場環境整備推進及び制度
活用促進などの資料を配布
できないか働きかける。

仕事と家庭
を両立する
ための環境
の整備を図
ります。

51
(

再
掲
)

仕事と育児の
両立支援保育
サービスの提
供・充実

ウ

ひとり親家
庭などに対
する支援の
充実に努め
ます。

75
ひとり親家庭へ
の子育て支援

子ども未来
課

【取組内容】
家庭児童・母子相談員による
相談を行う。

基本目標Ⅴ
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【目標・計画】
母子家庭、父子家庭、父母のない児童等（子どもが小学校
就学後から18歳の年度末まで）に対して、医療費の自己負
担額の一部を助成します。

【実績】
助成件数：14,546件（見込み）
助成金額：37,504,713円（見込み）

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続して実施

【目標・計画】
母子自立支援プログラムの策定を行う。

【実績】
Ｒ３年度母子自立支援プログラムの策定　４件

【活動指標・当初値】
母子自立支援プログラムの
策定　１０件

【課題･今後の方向性】
職業安定所が行う生活保護受給者等就労自立促進事業と
の連携を行い、自立への就労支援を行う。

ウ

ひとり親家
庭などに対
する支援の
充実に努め
ます。

76
ひとり親家庭へ
の就労支援

子ども未来
課

【取組内容】
相談員が面接し、自立支援
計画を策定し職業安定所に
提出する母子自立支援プロ
グラム策定業務を行う。

75
ひとり親家庭へ
の子育て支援

保険年金
課

【取組内容】
　１８歳未満の児童を現に扶
養している父子または母子
家庭の父母とその児童（小学
校就学以後から１８歳未
満）、父母のない児童で小学
校就学以後から１８歳未満の
者に対して、所得審査のうえ
「ひとり親家庭等医療証」を
交付し、医療費の一部を助
成します。

基本目標Ⅴ

52


